
送迎用バスに対する安全装置の
装備状況の調査結果について

令和５年６月２７日



装備状況調査の実施

調査概要

〇 令和４年９月、静岡県牧之原市において、送迎用バスに置き去りにされたこどもが亡
くなるという大変痛ましい事案が発生したことを受け、同種事案の絶無を期すため、
同年10月、政府として緊急対策をとりまとめた。当該対策の一環として、通園等を目
的とした自動車、いわゆる送迎用バスに対する安全装置の装備を義務化するため、関係
府省令等を改正し、令和５年４月１日に施行した。

〇 安全装置の装備の義務化については、令和６年３月31日までの１年間を経過措置の
期間として設定しているものの、可能な限り令和５年６月30日までに安全装置を装備
するよう求めてきたところで、現在の装備状況について、文部科学省と連携して調査を
実施したものである。
・ 調査開始日 ： 令和５年５月22日（月）
・ 国への報告期限： 令和５年６月 ７日（水）

１ 送迎用バスを運行している施設・事業数

２ 送迎用バスの運行台数

３ 安全装置の装備を完了した送迎用バスの台数 〔令和５年５月１５日時点〕

４ 安全装置を装備する予定の送迎用バスの台数 〔令和５月６月３０日まで〕

※ 関係府省令等の改正により安全装置の装備が義務付けられた施設・事業、送迎用バスを対象として調査を実施。

調査項目



調査結果 【施設・事業別】
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６月末時点の装備完了及び装備予定の割合

安全装置装備率（5/15時点） 安全装置装備率（5/16～6/30間）

調査結果については、令和５年５月１５日を基準日として、令和５年６月２３日時点で国に回答があった施設・事業について取りまとめたものである。

67.4%（3,702施設、5,965台／8,845台）

67.3%（1,109施設、990台／1,472台）

74.8%（66施設、92台／123台）

60.0%（677施設、782台／1,303台）

67.4%（3,662施設、5,150台／7,641台）

57.6%（589施設、863台／1,498台）

42.9%（3,118施設、2,897台／ 6,749台）

49.0%（7,697施設、8,911台／ 18,169台）

45.4%（723施設、1,916台／ 4,219台）

55.1%（21,343施設、27,566台／ 50,019台）



調査結果 【都道府県別】

調査結果については、令和５年５月１５日を基準日として、令和５年６月２３日
時点で国に回答があった施設・事業について取りまとめたものである。

都道府県 ①施設・事業数 ②運行台数
③６月末装備完了

予定台数
④割合 都道府県 ①施設・事業数 ②運行台数

③６月末装備完了
予定台数

④割合

北海道 1,293施設 3,161台 1,579台 50.0% 滋賀県 243施設 562台 114台 20.3%

青森県 403施設 704台 502台 71.3% 京都府 451施設 1,101台 564台 51.2%

岩手県 240施設 474台 212台 44.7% 大阪府 1,674施設 3,993台 1,468台 36.8%

宮城県 417施設 1,159台 474台 40.9% 兵庫県 780施設 1,798台 1,180台 65.6%

秋田県 166施設 286台 207台 72.4% 奈良県 196施設 382台 206台 53.9%

山形県 251施設 499台 377台 75.6% 和歌山県 173施設 444台 208台 46.8%

福島県 332施設 698台 491台 70.3% 鳥取県 79施設 167台 68台 40.7%

茨城県 547施設 1,384台 833台 60.2% 島根県 102施設 186台 84台 45.2%

栃木県 297施設 766台 362台 47.3% 岡山県 157施設 383台 223台 58.2%

群馬県 324施設 728台 378台 51.9% 広島県 473施設 1,001台 574台 57.3%

埼玉県 1,081施設 2,966台 2,039台 68.7% 山口県 234施設 525台 404台 77.0%

千葉県 886施設 2,132台 1,333台 62.5% 徳島県 167施設 316台 241台 76.3%

東京都 1,472施設 3,827台 1,935台 50.6% 香川県 131施設 249台 129台 51.8%

神奈川県 936施設 2,642台 1,204台 45.6% 愛媛県 309施設 656台 469台 71.5%

新潟県 439施設 761台 440台 57.8% 高知県 119施設 234台 166台 70.9%

富山県 121施設 256台 114台 44.5% 福岡県 1,020施設 2,693台 1,468台 54.5%

石川県 281施設 593台 462台 77.9% 佐賀県 176施設 340台 141台 41.5%

福井県 101施設 188台 120台 63.8% 長崎県 365施設 712台 441台 61.9%

山梨県 203施設 418台 187台 44.7% 熊本県 386施設 771台 462台 59.9%

長野県 270施設 521台 308台 59.1% 大分県 296施設 641台 432台 67.4%

岐阜県 487施設 1,209台 564台 46.7% 宮崎県 255施設 505台 295台 58.4%

静岡県 648施設 1,525台 957台 62.8% 鹿児島県 546施設 1,170台 617台 52.7%

愛知県 1,268施設 3,036台 1,862台 61.3% 沖縄県 320施設 707台 398台 56.3%

三重県 228施設 550台 274台 49.8%

全国 21,343施設 50,019台 27,566台 55.1%



【本件担当】

こども家庭庁成育局安全対策課事故対策係

TEL：03-6858-0183

mail:anzentaisaku.jikotaiou@cfa.go.jp
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